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１ 事業者の概要 

（１）名   称：株式会社ワールドエナジー 

代 表 者：代表取締役 荻野 正義 

所 在 地：（本社）  札幌市中央区南１条西４丁目５番地１ 

（旭川支店）旭川市４条通８丁目１７０３番地１２ 

（釧路支店）釧路市末広町１３丁目１番地２ 

資 本 金：４，４５０万円 

設立年月日：平成１８年６月２０日 

取 引 形 態：訪問販売（太陽光発電装置及び家庭用電気機械器具設置） 

（２）名   称：株式会社サン・ビックプライス 

代 表 者：代表取締役 荻野 正義 

所 在 地：（本社）  東京都港区西新橋３丁目１３番７号 

      （札幌支店）札幌市中央区南１条西４丁目５番地１ 

（旭川支店）旭川市４条通８丁目１７０３番地１２ 

（釧路支店）釧路市末広町１３丁目１番地２ 

（函館支店）函館市桔梗町４１８番地４４３ 

      ※仙台支店、金沢支店、青森支店等、東北、北陸地方に９支店あり 

資 本 金：３，８００万円 

設立年月日：平成５年１１月４日 

取 引 形 態：訪問販売（太陽光発電装置及び家庭用電気機械器具設置） 

 ※ ２社は系列会社であり、実質的な本社機能は、株式会社サン・ビックプライス東北業

務管理センター（宮城県仙台市若林区卸町５丁目２－１０ 電話０２２－３４９－８２

４０）が担っているとの情報を得ています。 

プレスリリース 

「モデルを２軒探しているのです。」と目的を隠して消費者宅を訪問し、

「光熱費はこれから一切かからない。」と事実でないことを言って、太陽

光発電装置やオール電化設備について執拗に勧誘していた事業者２社に

対して業務の停止を命じました。 

北海道は、太陽光発電装置及びオール電化設備の訪問販売業者である株式会社

ワールドエナジー（札幌市）及び株式会社サン・ビックプライス（東京都港区）

に対し、特定商取引法の違反行為（勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、

迷惑勧誘・迷惑解除妨害）を認定し、平成２１年１１月２６日付けで、同法第８

条の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を１２

か月間停止するよう命じました。 

ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表します。 
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２ 取引の概要 

株式会社ワールドエナジー及び株式会社サン・ビックプライス（以下「２社」という。）

は、訪問販売により太陽光発電装置及びオール電化設備（以下「太陽光発電装置等」とい

う。）の設置に関する役務提供の事業を行っているところ、２社は、訪問販売をしようとす

るときに 

「モデル施工をさせてくれる家を探しているので取り付けさせてもらえないか。」 

「この辺りで太陽光発電を設置してくれるモデルを２軒探しているのです。」 

等と告げるなど勧誘に先立って役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び

当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 

また、２社は、消費者に対して交付した契約の内容を明らかにする書面に、特定商取引

法において定められた記載事項を十分に記載していなかった。 

さらに、２社は、契約の締結について勧誘するに際し、 

「光熱費はこれから一切かからないんです。」 

「太陽光発電に変更してもお金の負担はないですし、売電により利益が上がるこ

ともあるので、実質的な負担はないのです。」 

「全くの持ち出しがゼロで、太陽光発電システムを導入できるのです。」 

などと不実のことを告げたほか、 

「モデル施工で設置することにより、格安で設置することができます。」 

「本当はこれくらいはかかるものなのですがモデルということで、ちょっと上の

者と相談してこの金額になるんですが、どうですか。」 

などと告げて値引き額を提示し、過大な単価を用いて積算した上で、大幅な値引きをして

いると見せかけることにより消費者にことさらに安いと誤認させる行為を行うなど、役務

の対価について不実のことを告げる行為を行った。 

加えて、契約締結を躊躇している消費者に対し 

「今返事が欲しいのです。」 

「今日返事をもらわないとだめなんです。」 

などと執拗に説得するなど、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行

い、契約の解除を申し出た消費者に対し 

「もう一度話せば、何とかならないか。」 

「あんなに夜まで説明したじゃないですか。」 

などと考え直すように告げるなど、契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこ

れを妨げる行為を行った。 

 

３ 法令違反行為 

（１）勧誘目的等不明示（特定商取引法第３条） 

２社は、勧誘のために消費者宅を訪問した際、消費者に「モデル施工をさせてくれる家

を探しているので取り付けさせてもらえないか。」「データがほしいので取り付けさせて

ください。」「この辺りで太陽光発電を設置してくれるモデルを２軒探しているのです。」 
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「太陽光発電システムについて説明して回っています。」と告げるなど、訪問販売をしよ

うとするときに、勧誘に先立って役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨

及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなかった。 

 

（２）書面記載不備（特定商取引法第５条） 

２社は、営業所以外の場所において指定役務につき役務提供契約を締結したときに、

役務の提供を受ける者に対して交付したその役務提供契約の内容を明らかにする書面に、

特定商取引法において定められた記載事項を、十分に記載していなかった。 

 

（３）不実告知（特定商取引法第６条第１項） 

２社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、「光熱費はこ

れから一切かからないんです。」「電気代や灯油代やガス代といった今支払っている光熱

費をローンの支払いに充てれば良いので、新たな負担はありません。」「月々の負担なく、

太陽光発電システムをモデルとして取り付けることができますよ。」「太陽光発電に変更

してもお金の負担はないですし、売電により利益が上がることもあるので、実質的な負

担はないのです。」「全くの持ち出しがゼロで、太陽光発電システムを導入できるのです。」

などと役務の効果について不実のことを告げたほか、「モデル施工で設置することにより、

格安で設置することができます。」「本当はこれくらいはかかるものなのですがモデルと

いうことで、ちょっと上の者と相談してこの金額になるんですが、どうですか。」などと

告げて値引き額を提示し、過大な単価を用いて積算した上で、大幅な値引きをしている

と見せかけることにより消費者にことさらに安いと誤認させる行為を行うなど、役務の

対価について不実のことを告げる行為を行った。 

 

（４）迷惑勧誘・迷惑解除妨害（特定商取引法第７条第３号、特定商取引法施行規則第７条第１号） 

２社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、契約締結を

躊躇している消費者に対し「特典を受けるのに、件数に制限があります。だから今契約

した方が得です。」「クーリング・オフが効きますから、とりあえず、契約しといたほう

が、補助金のこともあるので、早くに契約した方がいいですよ。」「今返事が欲しいので

す。」「今日返事をもらわないとだめなんです。」「時間がない。すぐしてもらわないと困

る。」などと告げて契約を締結するよう執拗に勧誘したほか、勧誘を長時間続けるなど、

訪問販売に係る役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。 

また、２社は、訪問販売に係る役務提供契約の解除について、契約の解除を申し出た

消費者に対し「もう一度話せば、何とかならないか。」「解約するには違約金がかかりま

す。」「私があんなに昨日説明したのにだめだったのですね。」「あんなに夜まで説明した

じゃないですか。」などと告げて、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げる行為を行

った。 
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４ 命令の内容 

  平成２１年１１月２８日から、平成２２年１１月２７日までの間、訪問販売に関する業

務のうち、次の業務を停止すること。 

（１）訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。 

（２）訪問販売に係る契約の申込みを受けること。 

（３）訪問販売に係る契約を締結すること。 

 

５ 消費生活相談の状況 

（１）過去の相談件数（PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）による） 

年 度 １９ ２０ ２１ 合計 

㈱ワールドエナジー ６ ４３ １４ ６３ 

㈱サン・ビックプライス ０ １９ ５ ２４ 
 

 

（２）３か年（平成１９年から平成２１年）における相談者１件当たりの平均契約金額  

約６７０万円 

 

 

 

 
お問い合せ先 

 環境生活部生活局くらし安全課 

 消費問題対策グループ 

 電話 011-204-5213 
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【株式会社ワールドエナジー（以下、「ワールドエナジー」という。）に係る事例１】 

平成２１年４月下旬、ワールドエナジー従業員Ｋは、北海道内の消費者Ａの自宅を訪

問し、「○○（メーカー名。以下同じ。）の太陽光発電を市場に出したいから、これか

ら売り出していく前の調査として、データがほしいので取り付けさせてください。」「お

宅は、屋根の色や屋根の向きがちょうどよいからぜひ取り付けさせてほしいのです。」

と言って、Ａの妻に太陽光発電装置を屋根に取り付けさせてほしいと言った。 

Ａの妻はＫに、自分だけで判断せずにＡに相談してから返事をすると言ったので、Ｋ

は帰って行った。 

それから２日後の夕方、ワールドエナジー従業員ＬがＡの自宅を訪問し「データを取

りたいから太陽光発電を取り付けさせてください。」とＡに言ったため、Ａは協力しよ

うと思った。  

Ｌは、ＡにＡの自宅の年間の光熱費を記入する紙を渡し、また別の日に改めて訪問す

ると言ってその日は帰って行った。 

それから数日後の夕方、ワールドエナジー従業員Ｓが一人でＡの自宅を訪問し、Ａが

予め用紙に記入し回収されていた光熱費のデータをもとに試算し、太陽光発電装置等を

導入した場合の光熱費の推移や太陽光発電装置等設置費用の見積を示した。このときま

でＫもＬもＳも、Ａに対し太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘する目的であ

ることをＡやその妻に一切告げなかった。 

そのため、Ａは話が違うと思い、Ｓに「お金かからない話じゃなかったの。」と聞く

と、Ｓは「そういうわけじゃなくって、今までの光熱費に代わるものとして、というこ

となのです。」と言った。説明も半ば過ぎた頃にＳは契約書と見積書をＡに示した。役

務の代金は５００万円を超え、信販手数料も合わせると７００万円近くにも達してお

り、Ａは大変驚いた。 

なお、見積書には太陽光発電装置設置にかかる費用として約４００万円が積算されて

いたが、それから「特別太陽光発電システム値引き」として約１７０万円が値引きされ

ていた。ＳはＡに値引きの趣旨について、特に説明はしなかった。 

Ｓは、「この金額はこれからの光熱費と同じです。代金は１５年間で元が取れますよ。」

「これから１５年間で支払うローンを組んで、その月々の支払金額よりも毎月の光熱費

の方が高いのならお得ですよ。」と言って、Ａに太陽光発電装置等の設置契約の締結に

ついて勧誘した。 

ＡはＳに、太陽光発電装置等を導入しても光熱費が全部無くならないのではないか、

曇りや雪の日には十分な発電ができないのではないかと尋ねると、Ｓは具体的な根拠を

示すことなく「それは絶対にない。まかなえる。」「とにかくまかなえるから。」「○

○の発電システムは他社に比べて効率がいいから、そういうことはない。」と言うのみ

であった。 

ＡがＳに、家庭内で必要な電気が足りなくなった場合はどうなるのか尋ねると、Ｓは

「それは、太陽光で十分まかなえるので大丈夫ですよ。」「光熱費はこれから一切かか

らないんです。かからないんです、これだけなんです。だから、お得でしょう。」と言
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った。 

Ｓが示した太陽光発電装置等設置後の光熱費の変化や設置費用の支払いについての

試算によると、元々の光熱費に比べ、太陽光発電装置等を設置した後の光熱費と費用の

毎月のローン支払額を足した方が割高であったが、Ｓは「売電の金額が月々５千円から

７千円になるので、それでまかなえるから、実際上は、プラスになりますよ。」とＡに

言った。 

Ａは当初からお金のかかる話とは思っていなかったので、契約締結を断ったが、Ｓは

「今まで使っているお金でまかなえるから。光熱費払っているようなものなんだから。

実質的な負担はないんですよ。」「この工事を行うことで、光熱費がかからなくなるの

です。その浮いた光熱費の分と売電の金額でまかなえるのです。」「電力が余れば売れ

るので電気代の負担もなく、設備代金は今の光熱費以上の分はかからないです。」と繰

り返し言っては、契約を締結するようＡを説得した。 

Ｓは、何度も「役所から補助が出るから今契約すると安いですよ。今なら安い。今年

だけです。今契約すれば安いですよ。」「電気の買取単価が２倍になるというのも今年

だけですが、でも、今契約すればその単価がずっと続くから、今契約したら有利です。

１５年で元が取れます。」と言って、しきりにＡに今すぐ契約するよう勧め、Ａに断り

もなく勝手にローンの契約書を作り始めた。 

Ａは屋根に構造物を設置すると、住宅メーカーの保証がなくなるのではないかと不安

に感じたため、自宅を建てた住宅メーカーと相談してから決めたいとＳに言ったが、Ｓ

は「同じもので実際にやっている施工事例もあるから、大丈夫です。」と住宅メーカー

に相談せずに決めてほしいと言った。Ａが「今じゃないとだめなの。」と聞いても、Ｓ

は「はいそうです。そういうことです。」と言うのみでなぜ今決断しなければならない

のか説明することもなかった。 

Ａは、Ｓに契約するよう急かされ強引に押し切られてしまい、Ｓが契約しないと帰ら

ないような雰囲気であったため、仕方なく契約してしまった。Ｓが帰ったのはＳがＡの

自宅を訪問してから３時間半後の夜遅くであった。 

 

【ワールドエナジーに係る事例２】 

平成２０年１１月下旬、ワールドエナジー従業員Ｎが北海道内の消費者Ｂの自宅に電

話をし、「太陽光発電の製品説明に伺いたい。話を聞いてもらえませんか。」「近所で、モ

デル施工をさせてくれる家を探しているので、取り付けさせてもらえないでしょうか。」

と言った。 

それから数日後、ワールドエナジー従業員ＭがＢに電話をし、太陽光発電装置等を設

置した場合の光熱費の変化について試算をするためにＢの自宅の電気代やガス代、灯油

代等の光熱費について聴き取りをした。 

さらにそれから数日後の１１月下旬に、ＭがＢの自宅を訪問し、「私どもは信頼に足る

会社です。」と言ってワールドエナジーの概要を説明した後、太陽光発電装置等の説明を

始めた。 
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このときまで、ＮもＭも、Ｂに対し太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘す

る目的であることをＢに一切告げなかった。 

Ｍは、「是非この機会にワールドエナジーのエコプランでエコロジーな生活を送ってく

ださい。」と言って、「エコプラン」「太陽光発電システムシミュレーション」と称する用

紙（以下「シミュレーション用紙」という。）を用いて、太陽光発電装置等を設置した場

合の光熱費の変化と、設置費用を１５年間のローンで支払った場合の月々の支払額と設

置しなかった場合の光熱費の支払の比較等について説明した。 

このシミュレーション用紙では、月に５千円程度の売電収入が変わらずに発生すると

いう設定で試算されていた。 

Ｍは、太陽光発電装置等を設置した場合は、設置しない場合に比べ光熱費が月に数千

円安くなり、設置費用の支払いと光熱水費を合わせた月々の支払いは、設置しない場合

の光熱水費の支払いに比べ数千円高くなると説明した。 

Ｍは、「この太陽光発電システムは従来品と比較しても非常にメリットが高くて効率的

です。」「今より楽になります。また、助成金も出ます。」と言ってＢに太陽光発電装置等

を設置するよう勧めた。Ｂは「話はわかった。じゃあ検討しますね。」と言って勧誘を打

ち切ろうとしたが、ＭはＢに「特典を受けるのに、件数に制限があります。だから今契

約した方が得です。」「大きな値引きができる件数が決まっていて限りがあるので、だか

ら、早いほうがいいのではありませんか。」と言って今すぐ契約するようＢに決断を急が

せた。 

Ｍは、勧誘の最後の方になってようやく契約書や見積書をＢに示し、Ｂは契約金額が

約４５０万円で、信販手数料込みで約６００万円となることを知らされた。 

Ｍは、件数に限りがある大きな値引きができる特典と言って、「太陽光発電特別値引き」

「特別値引き 付帯工事オール電化分」などと称した約２００万円の値引きをしている

ことをＢに示した。 

Ｍは、Ｂに「信販通るかどうか、試しに書いてください。」と言ったため、Ｂはクレジ

ットの審査が通るかどうかを確認するためという認識で仮に契約書にサインをしたが、

ワールドエナジーから契約をしたものとして取り扱われていた。 

Ｍは、Ｂの自宅を訪れた最初に、話の時間が約１時間程度で終わると言っていたが、

結局訪れてから２時間後の正午ごろに帰って行った。 

Ｍが帰った後、Ｂの妻が契約を不安に思ったため、平成２０年１２月上旬、消費生活

センター相談員の助言を受けてクーリング・オフの通知をワールドエナジーに送った。

すると、ＭはＢに電話をかけ「僕の説明がわかんなかったのかな。」「もう一度話せば、

何とかならないか。」と言って翻意を促した。 

 

【ワールドエナジーに係る事例３】 

平成２０年１０月下旬、ワールドエナジー従業員Ｑa が突然、北海道内の消費者Ｃの

自宅を訪問し、「この近所の家何軒かに伺っているのですけれども、モデルという形で太

陽光発電装置を取り付けさせてもらいたいのです。」「この家は大変立地がいいから、宣
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伝効果があります。」「おたくの屋根の造りが平らなので、モジュールパネルの向きを変

えやすいから、好都合なのです。」「いろいろなところにお声をかけているので早い者勝

ちです。」と言った。 

その時Ｃの自宅にいたＣの父親が応対し、「家に話がわかる者がいないから。」と言う

とＱaは帰って行った。 

それから数日後、Ｃの夫の在宅中、ワールドエナジー従業員Ｑb が再度Ｃの自宅を訪

問し、「太陽光発電装置をモデル施工で取り付けさせてほしいのです。」と言ったが、Ｃ

の夫はＣと話をしなければならないとＱb に告げたことから、Ｃが家にいるときにワー

ルドエナジー従業員が再度訪問することになった。 

同じ日の夜、Ｃが自宅に帰ってきたときに、ワールドエナジー従業員ＯがＣの自宅を

訪問した。 

 Ｏは、Ｃに「月々の負担なく、太陽光発電システムをモデルとして取り付けることが

できますよ。」「○○のパネルの方がちょっと割高になるんですけど、性能がいいからお

勧めです。」などと言って、太陽光発電装置の性能について説明をした。このときまで、

Ｑa もＱb もＯも太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘する目的であることを

Ｃやその家族に一切告げなかった。 

その後、Ｏは、Ｃに自宅の光熱費を記入する用紙を渡し、記入してワールドエナジー

にファクシミリにより送信するように言った。 

Ｏは、「太陽光発電システムを導入する前にかかっていた光熱費の金額と、太陽光発電

システム導入にかかるローン支払分の金額を同じぐらいにすることで、月々の家計の支

払の負担がなくなるような形にします。」「来年１月頃から国から太陽光発電システム設

置に対して補助金が出るから、その国からの補助金の額を差し引いてローンを組みま

す。」「補助金が出るまでの間は、補助金の分は自分の会社で負担するので、早い者勝ち

です。補助金も数に限りがあるので、早めにつばを付けておいた方がいいですよ。」「環

境問題に焦点を当てたサミットがありましたよね。日本全体にエコや地球温暖化対策と

いった動きがすごく出ていて、国からの補助金が出るので、みんなの関心が高まってい

るから、太陽光発電システムの設置は早い者勝ちなんですよ。」と言っては、Ｃに太陽光

発電装置等を早く設置するよう勧めた。 

Ｏは、「何かわからないことがあれば私に電話してください。今月中に是非お話を聞い

てください。とりあえずまた訪問させてください。」と言い、１０月下旬に再来訪の約束

をし、その日は帰って行った。 

後日Ｃは光熱費を書いた用紙をワールドエナジーにファクシミリで送信した。 

その後、平成２０年１０月下旬の約束した日に、Ｏとワールドエナジー従業員ＰがＣ

の自宅を訪問した。 

Ｐは、「太陽光発電が北海道でまだ普及していないので、札幌に新しくワールドエナジ

ーの会社を作って、私が出向というか支店長という形で来たんですよ。」「全国的には太

陽光発電が普及してきていますが、北海道は雪があってなかなか普及していないのだけ

れども、実は梅雨がないから北海道は最適なのですよ。」「いま、当社は、モデルハウス
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のような形で太陽光発電システムを付けさせていただいています。全部付けますので、

モデルハウスですからたいへんお安くしているのです。」「ガスや灯油の暖房機や給湯機

では耐熱板がすぐ壊れてしまうから、オール電化の方がいいんですよ。」と言って、太陽

光発電装置等を設置するよう、一方的にＣに勧めた。 

Ｐは、「月々の負担もなく、太陽光発電システム設置にかかる１５年のローンの支払が

終わったら、太陽光発電パネルはほとんど半永久的に使えるので、１５年後もメリット

は多いのです。」と言った。 

Ｐは、「契約金額の総額から国から出る補助金を差し引いた金額をローンとして組みま

す。」「補助金がいくらくらい出るかまだ決まっていないからわかりません。」と言うのみ

で具体的な設置費用の金額を示さず、勧誘の最後の方になってようやく「Ｃさんの家で

負担のない金額の工事でということになると、約４００万円です。」と言ったが、契約金

額の詳しい内訳や「モデルハウスだから安価である」ことが具体的にわかる説明はしな

かった。 

Ｐは、「月々支払う金額は全く変わりがないですよ。負担が全くないですよ。いいお話

しです。早い者勝ちです。」「だめだったら工事までにキャンセルしてください。クーリ

ング・オフできますから、とりあえず判子押してください。」「今日、判子ついた方がい

いですよ。」「ここだったら高い建物、ビルとか一切ないので、パネルがあると自分の発

電する電気で生活できるからメリットが多いのです。」「今月中に契約しましょう。」「今

日、契約しましょう。」と言ってＣに契約をするようにしきりに勧めた。 

Ｃは、相当高額な金額の契約のためもう少し時間をかけて検討したいとＰに言ったが、

Ｐは「早い者勝ちなので、後からクーリング・オフもできるし、とりあえず今日契約し

といたほうがいいですよ。」「他に返事待ちのお宅があるので、今返事しないとこの価格

ではもうできないですよ。今日、契約しましょう。」「いやいや、今やった方がいいです

よ、奥さん。」などと関西弁の調子でまくし立てるようにＣに契約を締結するようしつこ

く勧誘した。 

Ｃが、Ｐが提示した契約金額が相場と比べて安いのか高いのかをＰやＯに聞いたとこ

ろ、２人は「オール電化も全部込みでこの金額は安いですよ。」と言った。 

Ｃが迷っていると、Ｐは「家の電球も全部省エネタイプに無料で交換いたします。」「Ｉ

Ｈの鍋を全部フルセットで、これもお付けします。」「無料にします。無料にします。」な

どと言い、「クーリング・オフが効きますから、とりあえず、契約しといたほうが、補助

金のこともあるので、早くに契約した方がいいですよ。」と言って、とにかく今すぐ契約

するように迫ったので、Ｃは、後から検討した上で止めたければクーリング・オフしよ

うと思いとりあえず契約した。Ｃが契約書に押印すると、ＰとＯは、そそくさとＣの自

宅から帰った。 

 

【ワールドエナジーに係る事例４】 

平成１９年、ワールドエナジー従業員Ｒが、北海道内の消費者Ｄの自宅を訪問し、Ｄ

に「データとして調べたいので、お宅の光熱費を教えてください。」「太陽光発電のパネ
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ルの枚数など、それに合わせたプランを考えます。」と言い、Ｄが光熱費について回答す

ると、Ｒはその日は帰っていった。 

その数日後に、ＲがＤの自宅を訪れ、「月々光熱費を支払っていると思いますが、水道

代も含めて太陽光発電によりその分をまかなえますので実質的な負担はありません。」

「月々光熱費は掛け捨てのようになっていますが、その支払いを太陽光発電のローンの

支払いに充てれば最終的には太陽光発電も残りますし、ローンが終わった後はずっと光

熱費がかかりません。」「モデル施工で設置することにより、格安で設置することができ

ます。」と言って、販売価格が約７００万円、信販手数料を含めると約９００万円の太陽

光発電装置等の設置契約について勧誘した。 

また、Ｒが「省エネ家電を付ければ電気代が安くなるので、太陽光発電で対応できま

す。ですから省エネ家電をサービスで付けるのです。」と言って洗濯機やテレビ２台など

を契約に付けると言ったが、Ｄがいらないと言うと、Ｒは「それではテレビ１台をやめ

るので、その分、内金として２０万円をキャッシュバックします。」と言った。 

Ｄは、金額があまりにも高額なため驚いたが、Ｒの説明を聞いて契約することにした。

しかし、Ｒが調子よく電化製品を何台も無料で付けたり、現金を２０万円キャッシュバ

ックすると言ったので不審に思い、Ｄが調べた結果、契約金額が他の事業者よりも非常

に高かったこともあって契約をクーリング・オフした。 

その後、平成２１年５月下旬の夜７時半頃、ワールドエナジー従業員Ｓが一人でＤの

自宅を訪問し、Ｄに見積書を提示し「前回の契約でいくと７００万円以上はかかってし

まいますが、現在の金額では５２０万円くらいに安くなります。」「地域によって水道代

の値段が違うので、今回は、太陽光発電で節約できる光熱費について水道代を含めてい

ません。」「今回は、暖房の方法を蓄熱式暖房からセントラルヒーティングに変更したた

め、契約に必要なパネル数も少なくなっています。」「それに加えて太陽光発電自体の値

段も下がっております。」と説明した。 

さらにＳは、「国の補助金も出ますし、売電の単価も来年からは倍になります。」「今年

の秋から来年の７月には間違いなくそうなりますので、今、設置した方が良いですよ。」

と言って、すぐにでも太陽光発電装置等を設置するようＤに勧めた。 

ＳはＤに見積書を見せたが、その見積書では太陽光発電装置設置にかかる費用として

約６５０万円が積算されており、それから「特別太陽光発電システム値引き」として約

２５０万円が値引きされていた。 

ＳはＤに見積書に積算されている数字の根拠について特に説明はしなかった。また、

Ｓは、「特別太陽光発電システム値引き」の約２５０万円を含めて全体で約４００万円の

値引きがされていることについて「モデル施工で特別に安くしているのです。」と説明し

た。 

Ｓは、太陽光発電装置等を設置することのメリットについて、設置後の光熱費の試算

資料を示しながら「太陽光発電にすることで、電気代もガス代も灯油代もかからなくな

ります。」「太陽光発電を設置することにより生じるローンが月々４万２千円くらいにな

りますが、差額の１万７千円を売電によりまかなうことができます。」「電気代や灯油代
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やガス代といった今支払っている光熱費をローンの支払いに充てれば良いので、新たな

負担はありません。」「ですから、何の負担にもなりません。」と説明した。 

Ｄは契約し、Ｓが帰ったのはその日の夜１１時ころであった。 

その後、Ｄはワールドエナジーとは別の電気店の店員に、ワールドエナジーとの契約

について話をしたところ、Ｓの説明内容について不審に思ったため、平成２１年５月下

旬に、Ｓに契約をやめたいと電話で連絡した。Ｓは「絶対に大丈夫です。私は会社では

ナンバー２ですし、もし足がでるようなことがあればパネルを担いで持って行きます

よ。」「負担になることはありませんから。」と言って、Ｄに契約を止めないよう強く説得

した。Ｄは、Ｓから強く説得されて、そのときは契約を中止することを思いとどまった。

その数日後、Ｄはインターネット上で見つけたサイトで太陽光発電装置等の設置費用

を計算したところ、Ｓの説明がおかしいことを確信し契約を解除しようと思い、平成

２１年６月に、Ｓに再度電話で連絡をしたところ、ワールドエナジーが太陽光発電装置

メーカーにソーラーパネルを発注したばかりの段階であったにもかかわらず、Ｓは「解

約するには違約金がかかります。」と言った。 

ＤがＳに、消費生活センターに相談すると言ったところ、Ｓは「センターはあっせんす

るだけだし、何の役にも立ちませんよ。」「今解約すれば違約金もかかりますし、私は会

社のナンバー２だから、足が出るようなことがあれば、パネルをなんぼでも持って行き

ますから。」と言って、解約を思いとどまるようＤを再度説得した。 

 

【ワールドエナジーに係る事例５】 

平成２１年６月中旬、ワールドエナジー従業員Ｔa が、北海道内の消費者Ｅの自宅を

訪問し、「以前にお話しした者です。」「以前にお訪ねしたお宅しか回っておりません。」

とＥに告げた。このとき、Ｔa は太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘する目

的であることをＥに一切告げなかった。 

Ｔaは、「電気の買い取り額がこの秋に倍になることになりお勧めできます。太陽光発

電について話だけでも聞きませんか。」「今の光熱費と太陽光発電を設置した際にかかる

費用を比較し、太陽光発電を設置した際に、どの程度メリットがあるのか説明するため

に必要なのです。」と言ってＥの自宅の光熱費を記入する用紙をＥに渡し、ワールドエナ

ジーの従業員が次に来るときまでに記入するように言った。 

その日の夕方、ワールドエナジー従業員Ｔb がＥの自宅を訪れ、Ｅに新聞記事を見せ

て「今までの電気の買い取り金額が秋には倍になります。」「お宅をモデル施工にしたい

のです。」「こういった話は誰にでもしている訳ではありません。角にある目立つ家です

とか、そういったお宅にしか話はしていないのです。」「お宅のように目立つ家に太陽光

発電を設置すれば、宣伝になるのです。」と言った。 

さらに、Ｔb は「太陽光発電を設置すればオール電化になりますので、ガス代も灯油

代もかからなくなります。」「その支払いを太陽光発電の支払いにまわしていただければ、

新たな出費はありません。」とＥに説明した。具体的な金額をＥが尋ねると、Ｔbは「金

額のことは私からは言えないのです。金額は明日来る人から説明があります。」「私が言
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えることは、太陽光発電により発電した電気を売って、今までのガス代や灯油代の支払

いを太陽光発電の支払いにまわしていただければ、太陽光発電を設置しても同じくらい

の費用で済むということです。」とＥに言った。 

この日、Ｔbは約４５分説明を行い、Ｅが光熱費を記入した用紙を回収して帰った。 

翌日の夕方、ワールドエナジー従業員ＰがＥの自宅を訪問し、具体的な根拠は示さず

に「太陽光発電により発電した電気は、月に平均して１万３，０００円くらいで売れま

す。」「光熱費はかからなくなりますので、現在かかっている光熱費に１，０００円か

２，０００円をたせば、太陽光発電システムの支払いはまかなえます。」と言った。 

Ｐは、太陽光発電装置による発電量について、北海道外の設置事例を示した上で、「こ

れはある１軒の家庭の例なのですが、８月の日当たりの良い時期で、４００キロワット

ほどの発電が可能です。」とＥに説明した。 

Ｅが北海道では冬に雪が降ることをＰに指摘したところ、Ｐは、「この太陽光発電パネ

ルは温かいので、午前中で雪はとけるのです。ですから、冬でも発電できるのです。」「曇

りでも発電できます。」とＥに言った。 

太陽光発電装置等の設置にかかる経費についてＥが何度も質問したが、Ｐはなぜその

ようなことを知りたがるのか不思議そうな顔をして「支払いは、月に３万円ちょっとで

す。」としか説明せず、説明の最後の方になって契約金額が記載された契約書をようやく

Ｄに示したが、実際の契約書に記載されている月々の支払額は約３万５，０００円とな

っていた。 

Ｅは、Ｐから提示された金額が高額で驚いたため、Ｐに「今決めないとだめなのです

か。」と言うと、Ｐは「今返事が欲しいのです。」と言ってＥに契約締結を急かしたため、

Ｅは困ってしまい、その日のうちに契約を締結してしまった。 

Ｐが契約を急かしたため、Ｅが契約書面に記載する時、当該書面の記載内容をよく確

認することができなかった。 

Ｅが契約書への記載を終えると、Ｐはすぐに帰って行った。 

その後Ｅは、インターネットで調べたり契約書をよく読んだことにより、Ｐの説明に

不審な点を感じ、ワールドエナジーにクーリング・オフ通知を発信したところ、その後

ＰがＥの自宅に電話をし、「解約を決めたのはご主人ですか。ご主人であれば一度お話し

をしたいのですが。」と言った。ＥはＰの申し出を断った。 

 

【株式会社サン・ビックプライス（以下、「サン・ビックプライス」という。）に係る事例１】 

平成２１年２月下旬の夕方頃、サン・ビックプライス従業員Ｖa が、北海道内の消費

者Ｆの自宅を訪問し、「この辺りで○○（メーカー名。以下同じ。）の太陽光発電を取り

付けている家庭がないので、実際に取り付けた上で、他の人にも見てもらえるようにし

たいので、設置してくれるモデルを２軒探しているのです。」と言った。このときＶaは

太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘する目的であることについてＦに一切告

げなかった。 

Ｖa は、Ｆに「今支払っている光熱費を太陽光発電の設備にまわせば、取り付けられ

るんです。」「そんなに設備代がかからないし、今の光熱費と同じくらいで済むのですか
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ら、どうですか。」「モデルの話については、お宅にとっても悪い話ではないと思います

のでどうですか。」と言った。 

Ｖaは、家の光熱費を記入する用紙を出し、Ｅに「できれば、それに書いてください。」

と言って用紙への記入を求めた。 

Ｆは、「全く考えてないです。」「無理です。」と断ったが、Ｖa は「ただ話だけでも聞

いてください。」と言ったので、Ｆは仕方なく「話だけならいいですよ。」と言って、来

訪を承諾し、用紙に記入することにした。 

その数日後、サン・ビックプライス従業員Ｖb が、Ｆの自宅を訪問し、光熱費を記入

する用紙を回収して行った。 

数日後の平成２１年３月上旬、サン・ビックプライス従業員Ｕが、Ｆの自宅を訪問し、

「今日、話を聞いていただき、取り付けるか取り付けないかというのはそちらで判断し

てください。」「ちょっとでもメリットを感じなかったら、すぐ断っていいですから。」「今

日、イエスかノーかを決めてください。」と言った。 

Ｕは、Ｆが予め提出していた光熱費の用紙のデータをもとに、１年間の月平均の光熱

費を算出した上で、「１年間で平均を出すとだいたいこれくらいの光熱費がかかってい

るので、設備を設置してもこの金額よりちょっとかかるくらいでできますよ。」「取り付

けてから１０年くらいの間は今の光熱費くらいで済む。その後、１０年目から１５年目

は、今の光熱費よりはちょっとだけ費用がかかり、１５年目以降は、設備の支払いも終

わり発電した電気も売れるので、光熱費はかからない。」と説明し、太陽光発電装置等

を設置するようＦに勧めた。 

また、Ｕは「他のメーカーの太陽光発電だと曇りの日には発電しないのですが、○○

のパネルの方は発電効率がいいので曇りでも発電します。」「今から１０年くらいの間で、

売電単価が今の倍になるので、よりいっそう高く売れますよ。」「曇りでも発電するし売

電金額は心配ないし、設備の設置費は今の光熱費よりちょっとだけ高くなるが、それは

売電によりまかなえますから。」と説明した。 

さらに、Ｕは「３月３１日までに太陽光発電を設置すれば、国の補助金が出ます。」「取

り付けるパネルにもよるが、補助金が２０万円くらい出るし、３月３１日までに駆け込

み需要があるので、早めに申し込んだ方が良いですよ。」とＦに決断を促した。 

Ｕは契約金額が約７００万円の見積書と、約４６０万円の見積書を用意しており、Ｕ

は、まず先に高額な方の見積書をＦに見せた上で、「今回のものは、本当はこれくらいは

かかるものなのですが、モデルということで、ちょっと上の者と相談してこの金額にな

るんですが、どうですか。」と言って、より安価な方の見積書を提示した。 

その見積書では、太陽光発電装置の設置にかかる費用として約４００万円が積算され

ていたが、それから「特別太陽光発電システム値引き」として約１７０万円が値引きさ

れていた。 

「特別太陽光発電システム値引き」の約１７０万円を含めて総額で約２００万円程が

値引きされていることになっていたが、Ｕはこの値引きについて、「モデルになっていた

だけるので、この分を引かせていただきます。」とＦに説明した。 
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そしてＵは、「この話を聞いてみてどうですか、ちょっとでもメリットを感じました

か。」と、Ｆに設置を勧めたが、Ｆが「ちょっと１日でもいいから考えさせてもらいませ

んか。」と言うと、Ｕは「それはちょっとできないんですよ。モデルは実際に既に１軒決

まっているので、この後も控えているのですから、今日返事をもらわないとだめなんで

す。」と言い、Ｆに今すぐ決断するよう迫った。 

そのとき、ＵがＦの自宅を訪問してから帰るまでは約５時間ほど経過しており、Ｆは

非常に長時間に感じていた。Ｆは、Ｕに急かされたため契約を締結してしまった。 

Ｆは翌日、インターネットで調べた情報から判断し、当該契約を解約することを決意

したので、消費生活センターに相談した上で、サン・ビックプライスに対してクーリン

グ・オフをしたいと電話をかけると、Ｕは「どうしてですか。何か問題でもありました

か。」と言ってＦに翻意を促した。  

 

【サン・ビックプライスに係る事例２】 

平成２０年１２月中旬、サン・ビックプライスの子会社であるワールドエナジーのテ

レホンアポインターＷaが、北海道内の消費者Ｇの自宅に電話をかけ、「太陽光発電シス

テムについて説明して回っています。」「近所に紹介するためのモデル施工として、太陽

光発電システムを付けさせていただけるところを探しているのです。」「○○の太陽光発

電システムは、札幌ではあまり出ていないので、お宅にそれを取り付けてもらって、近

所の方みんなに見てもらいたいのです。」「説明をしたいので訪問してもよろしいです

か。」と言い、Ｇは了承した。 

数日後、ワールドエナジー従業員Ｍが、「見積もりだけでもどうですか。」と言って消

費者Ｇの自宅を訪問した。 

Ｍは、Ｇの自宅を見て「この家なら問題なく取り付けられます。」と言った後、「ご家

庭の光熱費がいくらかかりますか。」と言って、Ｇに光熱費を記入する用紙を渡し、Ｇの

自宅の光熱費を記入するように言った。Ｇは太陽光発電装置を設置するつもりは全くな

かったが、どのくらい費用がかかるものなのか知りたいと思い用紙に記入することにし

た。 

数日後、ワールドエナジー従業員Ｗb がＧの自宅を訪問し、この用紙を回収して行っ

た。 

このときまでＷa もＭもＷb も太陽光発電装置等を設置する役務の提供を勧誘する目

的であることについてＧに一切告げなかった。 

さらに数日後の平成２０年１２月下旬、ＭがＧの自宅を訪問し、「太陽光発電システム

を導入した場合、エコになるだけでなく、長い目で見るとお金が浮いていきますよ。」と

言って、太陽光発電装置等を設置した場合に、電気代を始め灯油代やガス代などの光熱

費を節約でき、また余った電気を電力会社に売ることができるということを一年間の光

熱費をもとに試算しているシミュレーション用紙を使ってＧに説明し、太陽光発電装置

等を設置するよう勧めた。 

Ｍは、太陽光発電装置等の設置によって光熱費を月に１万円節約でき、「３０年間で１
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千万円程の節約効果がある。」と言って太陽光発電装置等の設置のメリットをＧに力説し

た。 

Ｇは当初、Ｗa から「近所に宣伝するための、モデル施工として、取り付けさせても

らえないか。」と言われていたが、実際のＭの話は、太陽光発電装置等の設置費用をＧが

支払わなければならないものであったため、Ｇは違和感を覚えた。 

Ｍは、設置費用について「光熱費が節約される分があるので、太陽光発電システム導

入にかかる費用の支払いは大したことがないので、大丈夫です。」「売電分を含めれば追

加の負担はないようなものです。仮にあったとしても、今かかっている光熱費より安く

なります。」と言った。さらにＭは、「普通につけるよりは安くする。」とモデル施工の特

典について説明した。 

そして、話の最後の方になってＭはＧに見積書を示した。その見積書によると、太陽

光発電装置等の設置に係る費用が約４５０万円であり、信販手数料込みの金額が約６０

０万円であった。「特別太陽光発電値引き」と「オール電化特別値引き」を合わせて約２

４０万円の値引き額が示されていた。 

その時Ｇは初めてＭから設置費用を聞き、値引き額が示されているとはいえ、あまり

に高額であるため支払っていけるのか不安に思い契約することを躊躇した。 

するとＭは、「１５年間、月々３万３，５００円を払っていくとしても、太陽光発電シ

ステムを導入することによって、電気代やガス代、灯油代等の光熱費がかからなくなる

から、実質的な負担はないか、あってもちょっとばかりのものなのですよ。」「１５年過

ぎたら、ローンの支払いがなくなって、ずっと負担が軽くなりますよ。」と言って、躊躇

しているＧに契約を勧めた。 

ＧがＭに「もう少し考えたい。」と言うと、Ｍは「今日中なら行政から２２万円の補助

金が出ます。」「行政の補助を受けられるのは順番ですし、人数が限られているのですか

ら、すぐに申請しなければ受けられませんよ。もう、すぐですよ。だから今日中なので

すよ。」「遅れたらもう他の人に決まってしまうから、補助を受けらないかもしれません

よ。」「時間がない。すぐしてもらわないと困る。」と、今すぐ契約することを決めるよう

Ｇを急かした。 

その際ＧはＭに、電力会社に勤めている親族に相談したいと申し出たが、Ｍは「△△

（電力会社名）はこれを付けるのに全然関係がないことですから。」と言って、相談する

必要がないと主張した。 

ＧはＭから今すぐ契約をするように急かされたことから、仕方なく契約を締結してし

まった。 

なお、この勧誘は「ワールドエナジーのＭ」から受けたものであったが、契約書に記

載されている役務提供事業者の名称は、サン・ビックプライスとなっていた。このこと

について、Ｍは、「私はワールドエナジーだけどサン・ビックプライスも同じ会社ですか

ら気にしないでください。」とＧに言った。 
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【サン・ビックプライスに係る事例３】 

平成２１年２月上旬、サン・ビックプライス従業員Ｘaが、「当社は、地域限定でこの

辺りを回っているところです。」と言って北海道内の消費者Ｈの自宅を訪問した。Ｘaは、

「お宅の家は公園の前に面していて三角屋根の家なので、そのような家で太陽光発電と

いうエコなものを使用することで当社の宣伝効果が一層高まります。ですから、どうし

てもお値打ち価格でお宅に付けさせて欲しいのです。」「特に宣伝効果の高い家だけお値

打ち価格で勧めているところなのです。工事する棟数には限りがあります。」「地域限定

で太陽光発電を勧めていますので、お宅で付けませんか。」とＨに言い、その日はそのま

ま退去した。   

数日後、再度Ｘa がＨの自宅を訪問し、太陽光発電装置の設置に関する補助金につい

て経済新聞や経済雑誌の切り抜きをＨに見せ、「補助金はみんながもらえる訳ではない。」

「５月か６月の何日くらいまでしかもらえない。」と言って太陽光発電装置等の設置につ

いて勧誘をしようとしたが、Ｈは、これ以上話を聞くつもりがなかったので、勧誘を断

った。 

数日後、サン・ビックプライス従業員Ｘb が、「話だけでも聞きませんか。」と言って

再度Ｈの自宅を訪問し、自宅の光熱費や使用している家電製品や使用年数を記入する用

紙を渡して記入するように言った。 

そして、Ｘbは太陽光発電装置等を実際に取り付けている様子を写真でＨに見せ、「太

陽光発電を設置しても、設置費用がかかるだけではなくて売電ができて元がとれるし、

お客様の負担にはなりません。」と言った。このときＨはＸbに「本当に話を聞くだけに

なってしまいますよ。」と契約しない意思を予め告げた上で、サン・ビックプライスから

話を聞くことについて承諾した。 

その後平成２１年２月中旬、Ｘb がサン・ビックプライス従業員Ｕと共にＨの自宅を

訪問した。Ｘb は直ぐ帰り、ＵがＨの自宅に残り太陽光発電装置等の設置の勧誘を始め

た。Ｕは、サン・ビックプライスの概要についてひとしきり話をした後、サン・ビック

プライスが行った道内の太陽光発電装置等の設置の施工例の写真を見せ「北海道ではあ

まり普及していないですし、そういったことを全く知らない方も多いでしょうから、私

たちがこうやって説明に回っているのですよ。」と言った。 

Ｕは、サン・ビックプライスが勧める太陽光発電装置の発電による電気代の収支につ

いて「夏は太陽が当たっている時間が長いので、売電量が多くなってプラスになります

し、冬はマイナスになることもありますが、１年をトータルして計算しますとマイナス

になることはありません。」と言い、雪が降る地域と降らない地域の違いについて気象情

報のデータを示し「直接太陽が当たっていなくても発電はするので、地域によって多少

の差はありますが、年間通したトータル的なものは地域による違いはほとんどありませ

ん。」と言った。  

しかしＵは、発電量などに関する具体的データを示すことはなく、「北海道以外の地域

のものであればデータがありますが、北海道ではまだ事例がないのでお示しできませ

ん。」「会社が設立して間もないし、そのようなデータも欲しいので、こうやって北海道
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の方に地域限定で普及させようとしている。」「ですから、お宅に太陽光発電を設置して、

データの収集にも協力してほしいのです。」とＨに言った。 

Ｕは、太陽光発電装置等を設置することのメリットについて、「太陽光発電を設置する

ことにより、ガスと灯油を電気に替えるので電気使用量がかかるが、太陽光発電のおか

げで浮くお金がでてきます。」「その浮いたお金は今回設備の設置のために組むローンの

お金と同じくらいになるので、負担は何もありません。」「太陽光発電に変更してもお金

の負担はないですし、売電により利益が上がることもあるので、実質的な負担はないの

です。」とＨに説明した。 

Ｕの説明が始まり３時間が経過したときになって初めて、サン・ビックプライスが勧

める太陽光発電装置等の設置費用が約６００万円かかることがＨに示された。 

Ｈは金額が高額だったため「こんなにかかるのですね。現時点では考えられません。

契約は無理です。」と契約締結を断ったにもかかわらず、Ｕは同じような説明を再度始め、

さらに「契約していただけるのであれば、冷蔵庫や電気オーブン、屋根の塗装をサービ

スでお付けします。」「太陽光発電自体は値引きできないのですが、他の商品をサービス

で提供します。」「当社の利益はもちろん普通に設置するところに比べるとないです。た

だ、宣伝効果も兼ねて設置しますし、私たちもデータを取りたいのでお安くするんです。」

「この地域に来てお値打ち価格で設置することは、もうできないですから。」「今日しか

この値段では出せないですし、他の特典を付けることもできないですから。」などと言っ

て、Ｈが断ってからさらに３時間も説得し続け、契約締結の決断を迫った。 

Ｈが「もうちょっと考えたいのです。」と言ったが、Ｕは、「クーリング・オフがあり

ます。とりあえず契約をしてどうしてもだめだということであれば、その時点でクーリ

ング・オフの通知を出せばいいではないですか。」「この契約は今日しかないんです。」「だ

から今日決めなければならないんです。」などと繰り返し言っては決断を迫った。 

Ｈがなぜ今日契約しないといけないのかと尋ねると、Ｕは「もうこの地域も今日で終

わってしまうので今日決めていただかないと、私がこの地域に来ることはありません。」

「私が会社の中で冷蔵庫とか付けられる立場にあるので、こういうふうにサービスを付

けたりすることができるのですが、新たに会社の他の者が来ても、こういったサービス

は付きません。」「自分がこの地域を担当しているのは、今日までしかないのです。」と頑

なに契約締結を迫った。 

Ｈは何度も「返事は出せないです。」「結構です。」と言って断ったが、Ｕは勧誘を一向

にやめず、勧誘が夜中の１２時になっても終わらず、Ｈは疲れきってしまい契約書に必

要事項を記入した。そのときＨは印鑑が手元になかったため、次の日に契約書に印鑑を

押すことになり、Ｕはようやく帰って行った。 

次の日、Ｕが印鑑を押してもらいにＨの自宅を訪問した際、ＨはＵから受けた説明を不

審に思ったので契約を断ると、Ｕの態度は豹変し、むっとした様子で言い捨てるように

「ああ、そうですか。」「私があんなに昨日説明したのにだめだったのですね。」「あんな

に夜まで説明したじゃないですか。」と言ってＨに翻意を促した。 
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【サン・ビックプライスに係る事例４】 

平成２０年８月上旬、サン・ビックプライス従業員Ｙa が北海道内の消費者Ｉの自宅

を訪れ、「今支払っている光熱費と同じ金額で、太陽光発電を設置することができますの

で、持ち出しが増えることはありません。」「お宅は角地にありますし、日当たりも良い

ので、太陽光発電を設置するに当たり条件が良いのです。」「お話だけでも聞きませんか。」

とＩに言った。  

Ｉが承諾すると、その数日後の平成２０年８月中旬、Ｙa とサン・ビックプライス従

業員ＹbがＩの自宅を訪問し、Ｙbが「支店が出来たばかりなので、この地域で太陽光発

電を普及させるために、お宅に太陽光発電を設置させてほしいのです。」と言った。 

Ｙb は、Ｉから自宅の光熱費を聞いた上で「今支払っている光熱費で支払っていけま

す。詳しい話は、また今度します。」などと説明をした。 

数日後の平成２０年８月下旬、Ｙb がＩの自宅を再び訪問し、前回の訪問時にＩが答

えた一年間の光熱費をもとに作成されたシミュレーション用紙を出し、その用紙の下の

方を隠した上で徐々に内容を明らかにしていきながら、「今支払っている光熱費はこれく

らいですが、太陽光発電を導入すれば、電気代はこれくらいの費用で済みます。」「この

地域の日照時間から勘案しますと、これくらいは発電出来ます。」「このように計算して

いくと、お宅の負担は一切ありません。」などとその用紙をもとに説明した。 

そのシミュレーション用紙には、現在の生活でかかっていた光熱費が太陽光発電装置

等の設置後には、３分の１程度になることが示されていたが、シミュレーション用紙で

示されている光熱費の削減率の具体的な根拠についてはその用紙に記載されておらず、

またＹbは説明しなかった。 

シミュレーション用紙では、太陽光発電装置等の設置前の光熱費よりも設置後の光熱

費と設置費用のローン支払額を足した毎月の出費の方が数千円上回っていたが、Ｙb は

その分は売電によりまかなえるので負担はないと説明した。 

また、シミュレーション用紙には設置費用のローンにかかるボーナス支払い分の数万

円が計上されていたが、Ｙb は「売電によって得られる収入は貯めておいて、ボーナス

の支払い分に充ててください。そうすれば儲けもしませんが、損もしませんよね。」とＩ

に言った。 

シミュレーション用紙では、太陽光発電装置等の設置後の電気代よりも売電額の方が

下回っていたが、Ｙb は終始一貫して「全くの持ち出しがゼロで、太陽光発電システム

を導入できるのです。」と説明した。 

Ｙb は、勧誘の最後の方になって初めて、契約金額の総額が約５００万円かかること

を「太陽光発電システム 傾斜屋根 価格表」と称する用紙によりＩに提示した。 

Ｉは契約金額が高額だったため驚き、悩んでいると、Ｙb は「それでは○○の冷蔵庫

か洗濯機をサービスで付けます。」と言って契約をするよう説得を続けた。また、Ｙbは

価格表において「特別値引き合計額」として約１００万円が値引きされていることを示

した上で、「支店ができたばかりでキャンペーン期間ですので、大幅に値引きします。」

と言った。 



 19

Ｙbはこうした説明を約４時間行ったため、Ｉは迷惑に感じ、Ｙbに「この契約は今日

決めないとだめなのですか。」と尋ねると、Ｙb は、「今日でも明日でも返事は変わらな

いですよ。」と言って今日中に契約を決断するようＩを急かした。 

Ｉは支払いが厳しいと思ったが、Ｙbが終始「毎月の支払いは負担になりません。」「実

質的な負担はなく、持ち出しはありません。」という説明を繰り返すので、Ｉはこの契約

がよいものではないかと思うようになって契約した。 

Ｉは実際に太陽光発電装置等を設置した後、電気代が月に約３万円もかかった上で、

さらに別途、太陽光発電装置等の設置費用がかかり、月の支払は合わせて約７万円に達

した。Ｙb が終始説明をしていた「毎月の支払いは負担になりません。」「実質的な負担

はなく、持ち出しはありません。」という説明は事実と全く異なっていた。 

 

【サン・ビックプライスに係る事例５】 

平成２１年１月、サン・ビックプライス従業員ＳとＺが、北海道内の消費者Ｊの自宅

を訪問し、Ｊの自宅の光熱費を調べたいので次回来訪するまでに光熱費を用紙に記入す

るように言って用紙をＪに渡した。このときＳもＺも太陽光発電装置等を設置する役務

の提供を勧誘する目的であることをＪに一切告げなかった。 

 このときＩは、なぜサン・ビックプライスが自宅の光熱費を知りたがっているのか訝

しく思いながらも、ＳとＺに「この次に訪問された際には、お話をお聞きするだけです

から。」と言い、何かを購入したり工事の契約をするような話であれば聞くつもりはない

ことをはっきりと伝えていた。 

 数日後の平成２１年１月下旬、ＳとＺがＪの自宅を訪問した際に、Ｊがサン・ビック

プライスから依頼された光熱費を記入した用紙をＳに渡すと、Ｓは、「やっぱり光熱費が

高いですね。」と言った後、Ｊが示した自宅の光熱費とＪの自宅に太陽光発電装置等を設

置した場合にかかる費用について対比した資料を示した上で、「うちの太陽光発電を設置

していただければ、今かかっている光熱費よりはこれくらいお安くなりますよ。」「お宅

は家が南向きですし、公園の目の前ですので、宣伝効果があるのです。」「発電により余

った電気は、電力会社が買い取ってくれるので売ることができます。」「お使いのガスレ

ンジも電気に変更すれば、損にはなりません。」と太陽光発電装置等の設置により光熱費

を節減できるというメリットを説明した。 

Ｓは太陽光発電装置等の設置経費について「現在の月々の光熱費の支払いが、そのま

ま太陽光発電の設置費用の支払いになりますので、光熱費がかからなくなります。」「月々

の光熱費を支払っているつもりで太陽光発電のローンを支払っていれば、何も変わりま

せん。」「ボーナスの支払い分については、発電により余った電気を売ることによりまか

なえます。」と言った。 

このためＪは、Ｓの説明を聞き太陽光発電装置等を設置すれば自分たちが得をするよ

うに感じた。 

勧誘の話の最後の方になってようやくＳは、太陽光発電装置等の設置の全体の工事費

と、信販手数料も含めた金額をＪに示した。 
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Ｊは契約金額が高額だったため少し考えさせてほしいとＳに伝えると、Ｓは「太陽光

発電を設置すればお宅は宣伝になりますし、契約してくれたらテレビや電気オーブンレ

ンジをサービスで付けます。」「新しく設置するボイラーの囲いもサービスで設置しま

す。」と言ってＪにすぐ契約するよう迫った。 

サン・ビックプライスの見積では、「太陽光発電設備の特別値引き」「オール電化設備

設置」として約２００万円の値引きとなっていたほか、サービスで液晶テレビが付くこ

とになっていた。Ｓはこのような特典について、「本当はあまりこのようなことはしない

のですが、Ｊさんだけは特別です。」とＪに説明した。 

また、ＳはＪに「太陽光発電の設置について、補助金が出るのは３月末までです。」と

言って、早く契約するよう急かした。 

Ｊが、Ｓに「即決はできません。一日考えさせてください。」と言ったが、その後もＳ

はしつこく同じような説明を延々と続け、引き下がらず、約３時間勧誘を続けたため、

Ｊは仕方なく契約を締結してしまった。 
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参考 特定商取引法（抜粋） 

 

特定商取引に関する法律（昭和５１年６月４日法律第５７号) 

 

（定義） 

第２条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 

 一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、代

理店その他の経済産業省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、

売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販

売又は役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の申込みを受け、若しく

は役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 

 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて

その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の

締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明

らかにしなければならない。 

 

（訪問販売における書面の交付） 

第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定す

る場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、経済産業省

令で定めるところにより、同条各号の事項（同条第４号の事項については、売買契約又は役務提

供契約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにす

る書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

 一  営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき

又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき（営業所等において特定顧客以外の顧客か

ら申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを

除く。）。  

 二  営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又

は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結し

たとき。  

 三  営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき

又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。  

２  販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契

約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指

定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領した

ときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第１号の事項及び同条第四号の事項

のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載し

た書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  

 

（禁止行為） 

第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結

について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回
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若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他

これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務

提供契約の解除に関する事項（第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。） 

六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧

客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 

 

（指示） 

第７条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し、又

は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を

受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対

し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

三 前２号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及

び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定

めるもの。 

 

（業務の停止等）  

第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し

若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しく

は役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若し

くは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業

者に対し、１年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命

ずることができる。  

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 

 

特定商取引に関する法律施行規則（昭和５１年１１月２４日通商産業省令第８９号) 

（訪問販売における書面の交付等） 

第４条 法第４条第２項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  

 一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代

表者の氏名  

 二  売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名 

 三  売買契約又は役務提供契約の締結の年月日 

 四  商品名及び商品の商標又は製造者名 

 五  商品の型式又は種類（権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類）  

 六  商品の数量  

 七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容  

 八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 

 九  前２号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 
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（訪問販売における重要事項）  

第６条の２ 法第６条第１項第１号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとす

る。  

 一 商品の効能  

 二 商品の商標又は製造者名  

 三 商品の販売数量  

 四 商品の必要数量  

 五 役務又は権利に係る役務の効果  

 

（訪問販売における禁止行為）  

第７条 法第７条第３号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 

 一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕

方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは

解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。  

 

以上 


